
令 和 ２ 年 度

健全化判断比率及び

資金不足比率審査意見書

富良野市監査委員





富 監 第 3 0 号

令和 3年 8月 23日

富良野市長 北 猛 俊 様

富良野市監査委員 鎌 田 忠 男

富良野市監査委員 天 日 公 子

令和２年度 富良野市一般会計・ 特別会計及び公営企業会計

健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定に

より、令和２年度富良野市一般会計・ 特別会計及び公営企業会計の健全化判断比率及び資

金不足比率を審査したので、その意見を提出します。
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令和２ 年度富良野市各会計決算に基づく

健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書

Ⅰ 健全化判断比率審査

１．審査の対象

令和２年度富良野市各会計決算に基づく健全化判断比率

２．審査の期間

令和3年7月27日から令和3年8月20日まで

３．審査の方法

健全化判断比率の審査にあたっては、市長から提出された健全化判断比率及びその

算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として

実施した。

４．審査の結果

審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも法令の規定に従って適正に作成されているものと認められる。

記

（ 単位： %）

健全化判断比率 令和２年度 令和元年度 早期健全化基準

① 実質赤字比率 － － 13.73

② 連結実質赤字比率 － － 18.73

③ 実質公債費比率 7.0 7.2 25.0

④ 将来負担比率 33.1 30.2 350.0

（ 注） 比率が算定されない（ 負の値） 場合は、「 －」 の表示。

① 、 ②の早期健全化基準は、令和２年度富良野市の財政規模に応じた基準である。
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（ １） 個別結果

全ての比率において、早期健全化基準未満となっている。

なお、詳細は付表１のとおりである。

① 実質赤字比率について

令和２年度は黒字決算となっている。

② 連結実質赤字比率について

令和２年度は黒字決算となっている。

③ 実質公債費比率について

令和２年度の実質公債費比率は7.0%となっており、早期健全化基準の25.0%と
比較するとこれを下回っている。

また、前年度と比較すると 0.2ポイント減少している。

④ 将来負担比率について

令和２年度の将来負担比率は33.1%となっており、早期健全化基準の350.0%と
比較するとこれを下回っている。

また、前年度と比較すると 2.9ポイント増加している。

（ ２） 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。



- 3 - 

Ⅱ 資金不足比率審査

１．審査の対象

（ １） 公営企業法適用

令和２年度富良野市水道事業会計決算に基づく資金不足比率

令和２年度富良野市ワイン事業会計決算に基づく資金不足比率

（ ２） 公営企業法非適用

令和２年度富良野市公共下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率

令和２年度富良野市簡易水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率

２．審査の期間

令和3年7月27日から令和3年8月20日まで

３．審査の方法

資金不足比率の審査にあたっては、市長から提出された資金不足比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施

した。

４．審査の結果

審査に付された下記の会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類は、いずれも法令の規定に従って適正に作成されているものと認められる。

記

（ 単位： ％）

会 計 名
令和２ 年度
資金不足比率

経営健全化基準

公営企業法

適 用

水道事業会計 － 20.0

ワイン事業会計 － 20.0

公営企業法

非 適 用

公共下水道事業特別会計 － 20.0

簡易水道事業特別会計 － 20.0

（ 注） 資金不足比率について、比率が算定されない（ 資金不足額がない） 場合は「 －」 の表示。
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（ １） 個別結果

公営企業法適用の水道事業会計及びワイン事業会計は、資金不足比率がいずれも負

の値で資金不足は生じていない。

また、公営企業法非適用の公共下水道事業特別会計及び簡易水道事業特別会計につ

いても、資金不足は生じていない。

なお、詳細は付表２のとおりである。

（ ２） 是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。

Ⅲ 審査意見

令和２年度の健全化判断比率及び資金不足比率の各比率は、早期健全化基準を大きく

下回るとともに、公営企業会計においても資金不足額が生じていないことから、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律の規定において、前年度に引き続き良好な財政運営

が維持されていることを確認した。

本市では、「「 美しい」 のその先へ。WA！がまちふらの」 をスローガンに令和３年度か
ら令和12年度を計画期間とした第6次富良野市総合計画がスタートし、今後、共創とデ

ジタルを基本アプローチとして広範で多様な行政課題への対応が推進される。

今後も、将来的な財政収支見通しに配慮しつつ、施策の重点化と効率的・ 効果的な事

業の執行によって、更なる市民福祉の向上と健全で持続可能な財政運営の維持を期待す

るものである。



付表　１

　負の値は黒字を示す

＋

　負の値は黒字を示す

－

－

 上記の 3 ヵ年平均値7. 0% （ 平成 30 年度 7. 12526%  ・  令和 元 年度 7. 11352%  ・  令和 ２  年度 6. 91360% ）

－

－

※  比率が算定されない（ 負の値） 場合は「 －」 の表示。標準財政規模の額には臨時財政対策債発行可能額を含む。

 ※  企業会計とは公営企業法適用企業（ 水道事業・ ワイン事業）
      及び公営企業法非適用企業（ 公共下水道事業・ 簡易水道事業） である。

一般会計・ 特別会計の実質収支額
▲ 240 , 287（ 千円）

企業会計の資金不足（ 剰余） 額
▲ 1, 42 7 , 5 41（ 千円）

健 全 化 判 断 比 率 分 析 表

標準財政規模（ 8, 086, 701千円）

特定財源＋元利償還金・ 準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額（ 1, 088, 663千円）

-
 
5 
-

健全化判断比率

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実質公債費比率 元利償還金・ 準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
（ 906, 304千円）

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

将 来 負 担 比 率

－

元利償還金・ 準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
（ 906, 304千円）

標準財政規模
（ 8, 086, 701千円）

標準財政規模
（ 8, 086, 701千円）

▲ 133 , 334一般会計等の実質赤字額（ 千円）

33. 1

標準財政規模（ 8, 086, 701千円）

  ×100　＝ 33. 1％

将来負担額
（ 18, 168, 894千円）

×100　＝6. 91360%

比率（ %）

地方債の元利償還金 ＋ 準元利償還金
（ 1, 585, 087千円）

7. 0

▲ 20 . 62 %  ×100　＝ 

充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 ＋ 地方債現在高に
係る基準財政需要額算入見込額（ 15, 789, 464千円）

▲ 1. 64%  ×100　＝ 

－



付表　２

※  比率が算定されない（ 資金不足額がない） 場合は「 －」 の表示。

 －
流動資産の額

（ 1, 191, 093千円）

×100  = 資金不足なし

事業の規模  ＝
営業収益の額 － 受託工事収益の額

（ 194, 261千円）
▲ 602 . 4（ 負の値（ ％） ）

 = 資金不足なし

事業の規模  ＝
営業収益の額 － 受託工事収益の額

（ 331, 416千円）
▲ 0. 9（ 負の値（ ％） ）

ワイ ン 事業会計 －

資金の不足額  ＝
流動負債の額 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に
充てるために起こした地方債の現在高（ 20, 795千円）

 = 資金不足なし

水 道 事 業 会 計 －

資金の不足額  ＝
流動負債の額 ＋ 建設改良費等以外の経費の財源に
充てるために起こした地方債の現在高（ 263, 333千円）

 －
流動資産の額
（ 266, 250千円）

×100

－

資 金 不 足 比 率 分 析 表

算 式

（ 0の値）

（ 0の値）

×100

×100

 = 資金不足なし

資金の不足額

事業の規模

-
 
6 
-

会 計

公共下水道事業
特 別 会 計

比率（ ％）

－

簡 易 水 道 事 業
特 別 会 計

 ＝
営業収益に相当する収入の額 －受託工事収益に相当する収入の額

（ 295, 340千円）

 ＝

 ＝
営業収益に相当する収入の額 －受託工事収益に相当する収入の額

（ 35, 484千円）

繰上充用額 ＋ 支払繰延額・ 事業繰越額 ＋ 建設改良費等以外
の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高  （ 0円）

 ＝資金の不足額
繰上充用額 ＋ 支払繰延額・ 事業繰越額 ＋ 建設改良費等以外
の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高  （ 0円）

事業の規模


